
歩行者利便増進計画の概要

 占用計画期間

令和６年12月1日から令和 17 年３月 31 日（占用許可は令和12年4月1日に更新）

 占用料の額（１年間）

2,015,640円

 事業の実施方針

【コンセプト】 TOMONIWA／ともにわ。

デジタル化や核家族化で人間関係が希薄になりがちないまだからこそ、私たちのまち、くずはの
「ちょっと 良いよね」を作るために、生活の中心地でもある「駅」の真ん前で関わり合いを試みて、
手を繋ぎ、仲間を作っていきたい。小さな輪が徐々に大きくなって、様々な立場の人が助け合い、
住みやすいまちが育っていく。人が主役のまちで、友と共に、みんなの庭を中心に、まあるく繋がっ
てその輪を広げていきたい。

• みんなの庭、ひらかれた広場

• 誰もが利用でき、表現したり、出会いや発見が生まれる場所

• くずはを愛する人たちが繋がり、輪が広がり、循環していく共感的コミュニケーションが生ま
れ、くずはの暮らしが「良い」と感じる場所

 設計計画図

※本資料は樟葉駅前広場活性化協議会から提出された資料を枚方市が一部抜粋して作成したものです


